
児童手当・特例給付に係る所得基準について 

児童手当における所得額の計算方法 

所 得 額  控 除 額 ８万円  

（一律控除） 

 

その他 

調整控除 
＝ Ａ  

 【以下の所得の合計】 

a)総所得（給与、事業、利子、配当、不動産、一時、雑、長

期・短期譲渡所得の合計） 

b)退職所得（総合課税） 

c)山林所得  d)土地等にかかる事業所得等 

e）長期・短期譲渡所得（分離課税）  

ｆ）先物取引にかかる雑所得 

ｇ）条約適用利子・配当等 

【以下の控除額の合計】 

a)雑損控除額（控除額）  

b)医療費控除額（控除額） 

c)小規模企業共済等掛金控除額（控除額） 

d)障がい者控除（２７万）（特別障がい者控除４０万） 

e)ひとり親控除（３５万円） 

f)寡婦控除（２７万円） 

g)勤労学生控除（２７万円） 

 10万円  
給与所得及び雑所得
（公的年金等）の方 
 ６万円  
税法上の扶養親族等
が老人扶養、老人配
偶者に該当する場
合、該当する者１人に
つき６万円控除 

 

⑴  Ａ を算出する。 

⑵ 税法上の扶養親族等（同一生計配偶者（配偶者控除）、一般扶養、特定扶養、老人扶養、年少扶養）の人数を確認する。 

⑶ 下表で、⑵に応じた②所得上限限度額と Ａ を比較し、 Ａ がこの額を下回った場合、改めて認定請求書を提出してください。 

 

 

 
 
※扶養人数が６人以上の場合は、扶養親族１
人につき３８万円を加算した所得額（扶養親
族６人の場合、②所得上限限度額の所得額は
１，０８６万円）が基準額となります。 

 

 

 

 ①所得制限限度額 ②所得上限限度額 

扶養親族等の 
人数※ 

所得額 
（万円） 

給与収入額の目安 
（万円） 

所得額 
（万円） 

給与収入額の目安 
（万円） 

０人 ６２２ ８３３.３ ８５８ １，０７１ 

１人 ６６０ ８７５.６ ８９６ １，１２４ 

２人 ６９８ ９１７.８ ９３４ １，１６２ 

３人 ７３６ ９６０ ９７２ １，２００ 

４人 ７７４ １，００２ １，０１０ １，２３８ 

５人 ８１２ １，０４０ １，０４８ １，２７６ 

問合せ 

こども給付課給付係（児童手当担当） 

０４８－４７７－２７３７（直通） 


